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令
和
７
年
分
申
告
相
談
会
を
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。

▼
申
告
相
談
会
開
催
日

次
ペ
ー
ジ
日
程
表
の
と
お
り
。

▼
会
場
　
役
場
３
階　

正
庁

▼
申
告
相
談
会
に
持
参
す
る
も
の

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
顔
写
真

付
き
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
待
ち

で
な
い
人
は
、
個
人
番
号
通
知
カ
ー

ド
と
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
元
が
確

認
で
き
る
も
の

②
還
付
が
あ
る
人
は
、
預
金
通
帳
等

▼
そ
の
他
の
必
要
な
書
類（
所
得
別
）

給
与
所
得
者（
給
料
、
賃
金
、
報
酬

含
む
）お
よ
び
公
的
年
金
受
給
者

　

源
泉
徴
収
票
ま
た
は
賃
金
受
給
明

細
書

農
業
所
得
者

　

農
業
収
入
と
経
費
を
書
い
た
収
支

内
訳
書
、
領
収
書
、
経
費
明
細
書
、

固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
等

※
収
支
内
訳
書
は
、
必
ず
計
算
を
完

円
以
下
で
そ
の
他
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
税
の

確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
住
民
税

の
申
告
は
必
要
で
す
。

③
所
得
が
全
く
な
か
っ
た
人
で
も
、

次
に
該
当
す
る
人
は
住
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す
。

・
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
国

民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人

・
各
種
給
付
・
手
当
等
を
受
給
し
て

い
る
人

・
町
営
住
宅
、
こ
ど
も
園
等
の
町
の

施
設
を
利
用
し
て
い
る
人

・
雇
用
保
険
・
障
害
年
金
・
遺
族
年

金
等
の
非
課
税
収
入
だ
け
の
人
や
収

入
が
な
か
っ
た
人
で
、
親
や
子
ど
も

の
税
制（
申
告
）上
の
「
扶
養
控
除
」

の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
人

▼
受
付
で
き
な
い
申
告

　

次
の
申
告
は
、
税
務
署
で
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

・
青
色
申
告

・
土
地
、
建
物
、
立
木
の
譲
渡
申
告

・
仮
想
通
貨
の
申
告

・
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
申
告

・
先
物
取
引
の
申
告

・
外
国
税
額
控
除
の
申
告

・
雑
損
控
除
の
申
告

・
国
外
居
住
者
の
扶
養
控
除
の
申
告

・
初
年
度
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
申
告

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
に
係
る

ロ
ー
ン
の
借
り
換
え
の
申
告

院
・
薬
局
ご
と
に
集
計
し
て
く
だ
さ

い
）、
病
院
等
の
領
収
書
ま
た
は
医

療
保
険
者
等
の
医
療
費
通
知
書
、
補

て
ん
さ
れ
た
金
額
が
分
か
る
も
の
。

※
医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
、
必
ず

集
計
を
完
了
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
障
害
者
控
除

・
障
害
者
手
帳
、
介
護
保
険
の
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
等

・
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
、
保
健
福
祉
課
高
齢
者

福
祉
係
か
ら
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」
の
交
付
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
の
際
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
一
度
交
付
さ

れ
て
い
る
人
で
も
毎
年
申
請
が
必
要

で
す
。
証
明
書
発
行
ま
で
時
間
が
か

か
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
お
手
続
き

く
だ
さ
い
。

⑥
ひ
と
り
親
、
寡
婦
控
除

　

令
和
７
年
12
月
31
日
現
在
に
お
い

て
、
ひ
と
り
親
ま
た
は
寡
婦
に
該
当

す
る
場
合
は
、
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
の
で
、
申
告
相
談
の
際

に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

⑦
寄
附
金
控
除

　

寄
附
し
た
団
体
か
ら
発
行
さ
れ
る

証
明
書
、
受
領
書

▼
次
の
場
合
に
は
申
告
が
必
要
で
す

①
「
田
ん
ぼ
を
貸
し
て
い
る
人
」
や

「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
働
い

た
人
」
は
申
告
が
必
要
で
す
。

②
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０
万

了
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

内
訳
ご
と
に
領
収
書
等
を
ま
と
め
て

く
だ
さ
い
。

事
業
所
得
者（
農
業
所
得
者
除
く
）

　

事
業
収
入
と
経
費
、
販
売
と
仕
入

れ
・
棚
卸
額
を
書
い
た
収
支
内
訳
書
、

経
費
明
細
書
、
領
収
書
、
給
与
、
賃

金
支
払
明
細
書

不
動
産
所
得
者（
農
地
等
の
土
地
や

家
屋
を
賃
貸
し
て
い
る
人
）

①
賃
貸
借
契
約
書（
受
領
し
た
賃
料

お
よ
び
物
納
の
場
合
は
数
量
の
分
か

る
も
の
）

②
経
費
が
分
か
る
も
の（
固
定
資
産

税
課
税
明
細
書
、
土
地
改
良
区
賦
課

金
お
よ
び
水
利
費
等
の
領
収
書
）

▼
控
除
関
係
で
必
要
な
書
類
等

①
配
偶
者
・
扶
養
親
族
控
除

そ
の
人
の
個
人
番
号
が
分
か
る
も
の

②
社
会
保
険
料
控
除

　

各
種
年
金
保
険
料
、
健
康
保
険
料

領
収
書
等

③
生
命
保
険
・
地
震
保
険
料
控
除

　

保
険
会
社
発
行
の
生
命
保
険（
個

人
年
金
保
険
料
、
介
護
医
療
保
険
料

を
含
む
）、
地
震
保
険
の
控
除
証
明

書④
医
療
費
控
除

　

医
療
費
控
除
の
明
細
書（
人
・
病

申
告
相
談

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

令和７年分申告相談会日程表

１　会場は、役場正庁です。３階まではエレベーター
　　をご利用ください。
２　次の時間帯は、大変混み合いますので、混雑緩和
　　にご協力ください。
　　午前 →   8:45 ～   8:55、10:50 ～ 11:00
　　午後 → 13:00 ～ 13:10、15:50 ～ 16:00
３　受付時間前には受付票を置いていませんので、受
　　付開始時間以降にお越しください。
４　待ち時間を最小限にするため、指定日来場にご協
　　力ください。どうしても都合がつかない場合は、
　　指定日以外にお越しいただいて構いません。
５　平日の日中に来庁が困難な人は、2月 17 日（火）
　　の夜間申告（17：30～ 19：00）にお越しください。
　　夜間申告は、事前に税務課に電話予約が必要です。

日にち 受付時間 対　象　地　区

９日
（月）

  8:45~11:00 廻谷地、川桁（１組～ 11 組）

13:00~16:00 戸ノ口、三本木、金子沢、堤崎

10 日
（火）

  8:45~11:00 川桁（12 組～ 23 組）、小水沢

13:00~16:00 葉山、富永、金曲

12 日
（木）

  8:45~11:00 今泉、翁島駅前、蜂屋敷

13:00~16:00 名古屋町、東南真行、入江

13 日
（金）

  8:45~11:00 沼ノ倉、蟹沢、長浜、曲渕

13:00~16:00 半坂、牛沼、湊志田、明戸

16 日
（月）

  8:45~11:00 上新町、天鏡台温泉、名家

13:00~16:00 行津桜川、千代田、白木城

17 日
（火）

  8:45~11:00 旭町、大在家、西舘、市沢

13:00~16:00 新町イ、夷田、白津

17:30~19:00 地区フリー夜間申告（電話予約制）
※平日の日中に来庁が困難な人のみ

18 日
（水）

  8:45~11:00 神明町、五十軒、六角、東舘

13:00~16:00 スキー場、打越、幸野、高森

19 日
（木）

  8:45~11:00 渋谷、仁蔵、下舘、達沢

13:00~16:00 新在家、新屋敷、酸川野

20 日
（金）

  8:45~11:00 九軒町、烏帽子、島田、道下

13:00~16:00 見祢山、志津、小田

24 日
（火）

  8:45~11:00 三城潟、川崎、内野

13:00~16:00 川上、都沢

25 日
（水）

  8:45~11:00 新堀向、不動、沼尻駅前

13:00~16:00 樋ノ口

26 日
（木）

  8:45~11:00 磐根、中目、伯父ヶ倉

13:00~16:00 新北町、松橋浜

27 日
（金）

  8:45~11:00 中町、西久保、田茂沢

13:00~16:00 山潟、蒲谷地【問い合わせ先】税務課　賦課係  ☎（62）2113

日にち 受付時間 対　象　地　区

２日
（月）

  8:45~11:00 四ツ谷、土田、上戸駅前、荻窪

13:00~16:00 桜ヶ丘、上戸、吾妻行政区外

３日
（火）

  8:45~11:00 千貫、釡井、北高野、田子沼

13:00~16:00 長瀬行政区外、木地小屋

４日
（水）

  8:45~11:00 古城町、西真行、百目貫

13:00~16:00 祢次、月輪行政区外、大原

５日
（木）

  8:45~11:00 本町、砂川、八千代、沼尻温泉

13:00~16:00 土町、千里行政区外、壺下

６日
（金）

  8:45~11:00 長坂、扇田

13:00~16:00 猪苗代行政区外、上ノ上、水沢

９日
（月）

  8:45~11:00 見祢、相名目、小平潟

13:00~16:00 新町ロ、翁島行政区外、関脇

10 日
（火）   8:45~11:00 松橋、中ノ沢

【３月】 【２月】



●出前講座
　福島地方法務局では、相続登記と住所等変更登記
の義務化に関する出前講座を実施しています。
　出前講座の詳細は、福島地方法務局ホー
ムページの出前講座申し込みページをご確
認ください。
問福島地方法務局（本局）　☎ 024（534）2045
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●相続登記と住所等変更登記の義務化
　令和６年４月１日から相続登記が義務化され、施
行日以降に相続が発生した場合には、相続が発生し
た日から３年以内（施行日以前に相続が発生してい
る場合には施行日から３年以内）に相続登記を行わ
なければならなくなりました。
　令和８年４月１日には住所等変更登記が義務化さ
れ、不動産を所有している個人または法人は、住所
や氏名、本店や商号等に変更が生じた場合には、変
更が生じた日から２年以内（施行日以前に変更が生
じている場合には施行日から２年以内）に変更登記
を行わなければならなくなりました。
　相続登記と住所等変更登記の申請を正当な理由な

相続登記と住所等変更登記が　　　　  されました
く怠った場合には、過料が課せられること
があります。
　詳しくは、法務省ホームページの相続登
記義務化特設ページをご確認ください。
問福島地方法務局若松支局　☎（27）1498

家
屋
の
異
動
が
あ
っ
た

場
合
に
は
必
ず
申
告
を

お
願
い
し
ま
す

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

に
、
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
る
税
金

で
す
。

　

家
屋
の
新
築
、
増
築
、
取
り
壊
し
、

所
有
者
変
更
な
ど
の
異
動
が
あ
っ
た

場
合
は
、
税
務
課
に
申
告
が
必
要
で

す
。

　

完
成
し
た
年
の
翌
年
か
ら
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

職
員
が
評
価
額
算
出
の
た
め
の
調

査
に
伺
い
ま
す
。
調
査
内
容
は
、
家

の
間
取
り
や
各
部
屋
の
仕
上
げ
な
ど

の
確
認
で
す（
賦
課
資
料
の
参
考
と

し
て
、
写
真
撮
影
を
行
い
ま
す
の
で

ご
了
承
願
い
ま
す
）。
調
査
時
間
は
、

１
時
間
半
程
度
で
す（
床
面
積
の
大

小
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）。

　

職
員
が
文
書
や
電
話
で
調
査
の
日

程
を
調
整
し
ま
す
が
、
連
絡
を
い
た

だ
け
れ
ば
随
時
調
査
に
伺
い
ま
す
。

　

取
り
壊
し
た
年
は
課
税
さ
れ
ま
す

が
、
申
告
ま
た
は
登
記
に
よ
り
翌
年

か
ら
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
登
記
が
遅
れ
る
場
合
や
未
登
記
家

屋
の
場
合

　

取
り
壊
し
た
床
面
積
の
大
小
に
関

わ
ら
ず
、
税
務
課
に
「
家
屋
異
動
申

告
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
併
せ

て
現
地
確
認
も
行
い
ま
す
。

○
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
の
場
合

　

該
当
す
る
家
屋
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
法
務
局
で
「
建
物
滅
失
登
記
」

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
登
記
を

行
う
と
、
法
務
局
か
ら
税
務
課
へ
通

知
が
届
き
ま
す
の
で
、
税
務
課
へ
の

申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

申
告
ま
た
は
登
記
に
よ
り
取
得
し

た
年
の
翌
年
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。

○
登
記
が
遅
れ
る
場
合
や
未
登
記
家

屋
の
場
合

　

相
続
や
売
買
な
ど
に
よ
り
所
有
者

が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
税
務
課

に
「
家
屋
異
動
申
告
書
」
の
提
出
が

必
要
で
す
。

　

所
有
者
の
確
認
を
行
い
、
新
た
な

所
有
者
に
翌
年
か
ら
課
税
し
ま
す
。

○
登
記
さ
れ
て
い
る
家
屋
の
場
合

　

法
務
局
で
「
所
有
権
移
転
登
記
」

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き

を
行
う
と
、
法
務
局
か
ら
税
務
課
に

通
知
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
務
課
へ

の
申
告
は
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
住
宅
用
地
に
対
す
る
課
税
標
準
の

特
例

　

住
宅
用
地
は
、
そ
の
税
負
担
を
特

に
軽
減
す
る
必
要
か
ら
、
そ
の
面
積

に
よ
っ
て
小
規
模
住
宅
用
地
と
一
般

住
宅
用
地
に
分
け
て
特
例
措
置
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

　

特
例
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
小
規
模
住
宅
用
地

　

住
宅
の
敷
地
で
住
宅
１
戸
に
つ
い

て
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
土

地【
課
税
標
準
額
】　

土
地
の
決
定
価
格
の
６
分
の
１

▼
一
般
住
宅
用
地

　

住
宅
の
敷
地
で
住
宅
１
戸
に
つ
い

て
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、

住
宅
の
総
床
面
積
の
10
倍
ま
で
の
土

地【
課
税
標
準
額
】

土
地
の
決
定
価
格
の
３
分
の
１

※
家
屋
の
床
面
積
の
10
倍
を
超
え
る

部
分
の
土
地
は
、
住
宅
用
地
特
例
の

適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
屋
の
新
築
、

増
築
や
取
り
壊
し
な
ど
を
行
っ
た
場

合
は
、
税
務
課
に
「
住
宅
用
地
異
動

申
告
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
係

☎（
62
）２
１
１
３

　

登
記
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、

福
島
地
方
法
務
局
若
松
支
局
へ　

☎（
27
）１
５
０
１

　

ま
た
は
、
お
近
く
の
司
法
書
士
や

土
地
家
屋
調
査
士
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

償
却
資
産
の
申
告
を

お
願
い
し
ま
す

　

令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
で
、
事

業
の
た
め
に
所
有
し
て
い
る
構
築
物
、

機
械
、
車
両
・
農
機
具（
自
動
車
税

種
別
割
・
軽
自
動
車
税
種
別
割
が
課

税
さ
れ
て
い
る
車
両
を
除
く
）、
工

具
な
ど
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定

資
産
税
の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

昨
年
申
告
し
た
人
や
所
有
が
確
認

で
き
て
い
る
人
に
は
、
申
告
書
を
送

付
し
ま
し
た
の
で
、
前
年
中
に
増
加

ま
た
は
減
少
し
た
資
産
を
記
入
の
上
、

期
限
ま
で
に
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

所
有
す
る
も
の
が
償
却
資
産
に
該

当
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
人
や
、
申

告
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な

い
人
は
、
お
気
軽
に
税
務
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
書
提
出
期
限

２
月
２
日（
月
）

▼
次
の
人
も
申
告
が
必
要
で
す

・
昨
年
か
ら
資
産
に
変
更
が
な
い
人

・
免
税
点（
課
税
標
準
額
１
５
０
万

円
）未
満
の
人

・
事
業
を
や
め
た
の
に
申
告
書
が
届

い
た
人

※
事
業
を
や
め
た
人
は
、
廃
業
し
た

旨
を
備
考
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

賦
課
係

☎（
62
）２
１
１
３

固
定
資
産

な
い
も
の（
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
・
ド
レ
ッ

シ
ン
グ
な
ど
）

▼
回
収
場
所

・
リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
猪
苗
代
店（
休

憩
ス
ペ
ー
ス
）

・
役
場
庁
舎
１
階（
町
民
生
活
課
窓

口
カ
ウ
ン
タ
ー
向
か
い
側
）

▼
回
収
方
法

　

回
収
場
所
か
ら
空
の
回
収
用
ボ
ト

ル
を
持
ち
帰
り
、
家
庭
か
ら
出
た
廃

食
用
油
を
入
れ
て
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に

入
れ
て
く
だ
さ
い
。

〇
回
収
用
ボ
ト
ル
↓
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ

▼
問
い
合
わ
せ
先

町
民
生
活
課　

環
境
係

☎（
62
）２
１
１
４

家
庭
系
廃
食
用
油
の

回
収
を
し
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
家
庭
系
廃
食
用
油
を
回

収
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
ま
す
。

▼
回
収
で
き
る
油

・
食
用
油
全
般（
サ
ラ
ダ
油
、
ご
ま
油
、

菜
種
油
、
コ
ー
ン
油
、
ひ
ま
わ
り
油
、

紅
花
油
、
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
、
ラ
ー

ド
、
バ
タ
ー
、
コ
コ
ナ
ッ
ツ
オ
イ
ル

な
ど
）

※
揚
げ
か
す
が
多
少
混
じ
っ
て
い
て

も
構
い
ま
せ
ん
。

▼
回
収
で
き
な
い
油

・
食
用
で
な
い
油（
機
械
油
、
エ
ン

ジ
ン
オ
イ
ル
、
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、

軽
油
な
ど
）

・
食
用
で
あ
っ
て
も
１
０
０
％
油
で

家
屋
を
新
築
、
増
築
し
た
場
合

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合

家
屋
の
所
有
者
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合

〇小林栄顕彰会
　小林栄顕彰会は 12 月４日、
町に「野口英世の恩師　小林栄」
約 90 冊を寄贈しました。寄贈
された冊子は、町内小学校の４
年生に配付されます。　　　 

佐藤隆宏教育長に冊子を手渡す鬼多
見賢副理事長（右から２人目）ら

〇教育振興事業寄付金として
猪苗代中学校昭和 26年度卒

業同級会は 12 月１日、教育振
興に役立てて欲しいと、町に
４万５千円を寄付しました。

ご
　
み

ご存じですか？
義務化

相続登記

出前講座

住所等変更登記

善意をありがとうございます

↓



※
実
際
の
災
害
等
の
発
生
に
よ
り
、

中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
実
施
内
容

　

防
災
行
政
無
線
か
ら
、「
こ
れ
は
、

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
」
と
放

送
が
流
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

防
災
情
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

▼
会
場

役
場
３
階　

第
３
委
員
会
室

▼
そ
の
他

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一

斉
情
報
伝
達
試
験
が
行

わ
れ
ま
す

　

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）の
情
報
伝
達
試
験
が
、
全

国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

▼
実
施
日
時

２
月
６
日（
金
）午
前
11
時

広報 猪苗代  2026-1    1415    2026-1  広報 猪苗代

新
年
あ
い
さ
つ
交
歓
会

を
開
催
し
ま
す

　

年
頭
に
あ
た
り
、
さ
ら
な
る
町
政

伸
展
を
誓
う
た
め
「
新
年
あ
い
さ
つ

交
歓
会
」
を
開
催
し
ま
す
。
ど
な
た

で
も
予
約
せ
ず
に
参
加
で
き
ま
す
。

▼
開
催
日
時

１
月
５
日（
月
）

午
前
11
時
30
分
〜

▼
開
催
場
所
　
役
場
３
階　

正
庁

▼
会
費
　
１
人
５
０
０
円

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

令
和
７
年
度
町
地
域
お

こ
し
協
力
隊
活
動
報
告

会
を
開
催
し
ま
す

　

現
在
、
町
で
は
６
人
の
地
域
お
こ

し
協
力
隊
員
が
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
隊
員
の
人

柄
や
活
動
内
容
を
町
民
の
皆
さ
ん
に

知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
本
年
度
も
報

告
会
の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
の

で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　

詳
細
は
、
来
月
号
と
一
緒
に
発
送

す
る
チ
ラ
シ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
開
催
日
時

３
月
18
日（
水
）

午
後
６
時
か
ら
午
後
７
時
30
分
ま
で

▼
場
所
　
学
び
い
な　

大
研
修
室

▼
問
い
合
わ
せ
先

企
画
財
務
課　

企
画
調
整
係

☎（
62
）２
１
１
２

冬
期
間
の
水
道
料
金
・

下
水
道
使
用
料
は
概
算

料
金
に
な
り
ま
す

　

冬
期
間
は
、
積
雪
に
よ
り
水
道

メ
ー
タ
ー
の
検
針
が
困
難
に
な
る
た

め
、
一
部
を
除
き
概
算
で
料
金
を
算

出
し
て
い
ま
す
。

　

１
月
か
ら
４
月
に
請
求
す
る
料
金

は
、
10
月
か
ら
12
月
分
の
使
用
水
量

（
ま
た
は
前
年
度
実
績
水
量
）の
平

均
で
算
出
し
た
概
算
料
金
に
な
り
ま

す
。
実
際
に
使
用
し
た
分
と
の
差
額

は
、
４
月
25
日
か
ら
５
月
５
日
の
水

道
メ
ー
タ
ー
検
針
の
結
果
に
基
づ
き
、

５
月
請
求
分
で
精
算
し
ま
す
。

　

冬
期
間
に
凍
結
防
止
に
よ
る
水
の

出
し
す
ぎ
や
水
道
管
の
破
損
等
に
よ

る
漏
水
が
あ
っ
た
場
合
、
５
月
請
求

分
が
過
大
に
な
り
ま
す
の
で
、
給
水

装
置
の
管
理
に
は
十
分
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課　

水
道
管
理
係

☎（
62
）５
６
２
２

水
道
料
金
・
下
水
道
使

用
料
は
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
、
毎
月

25
日（
口
座
振
替
日
が
土
日
・
祝
日

の
場
合
は
そ
の
翌
日
）に
指
定
口
座

か
ら
引
き
落
と
し
に
な
り
、
納
め
忘

れ
が
な
く
、
納
付
場
所
へ
出
か
け
る

必
要
が
な
い
た
め
大
変
便
利
で
す
。

　

残
高
不
足
な
ど
に
よ
り
口
座
振
替

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、「
口
座

振
替
不
能
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
通
知
書
を
持
っ
て
、
金
融
機

関
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い（
口

座
か
ら
の
再
振
替
は
で
き
ま
せ
ん
）。

▼
手
続
き
方
法

〇
手
続
き
場
所

町
内
の
金
融
機
関
・
郵
便
局

※
金
融
機
関
の
窓
口
に
申
込
用
紙
が

備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

〇
必
要
な
も
の

通
帳
と
届
出
印

▼
納
入
通
知
書
の
発
送
日

毎
月
15
日（
土
日
・
祝
日
の
場
合
は

そ
の
翌
日
）

▼
会
場

役
場
３
階　

第
３
委
員
会
室

▼
そ
の
他

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
擁
護
・
行
政
相
談

委
員
合
同
相
談
会

　

人
権
擁
護
委
員
と
行
政
相
談
委
員

に
よ
る
合
同
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

人
権
の
擁
護
と
人
権
思
想
の
普
及
・

高
揚
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

人
権
問
題
で
お
困
り
の
人
は
、
こ

の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時

２
月
６
日（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課　

水
道
管
理
係

☎（
62
）５
６
２
２

行
政
相
談
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
に
よ
る
行
政
相
談

会
を
毎
月
１
回
、
第
３
水
曜
日
に
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

行
政
相
談
委
員
は
、
行
政
に
関
す

る
苦
情
や
意
見
を
受
け
付
け
、
解
決

の
た
め
に
お
手
伝
い
し
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時

１
月
21
日（
水
）

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

防
　
災

催
　
し

相
　
談

　町では、「広報猪苗代」に掲載す
る有料広告を募集しています。事業
所の宣伝、広告などにぜひご活用く
ださい。手続きや料金など、詳しく
は下記にお問い合わせください。

有料広告募集中

後期高齢者医療被保険者
「医療費のお知らせ」

　後期高齢者医療広域連合では、皆さんの医
療費や健康に関する理解を深めていただくた
め、医療機関からの請求書に基づき、毎年１
回「医療費のお知らせ」を送付しています。
　医療費のお知らせが届きましたら、内容を
確認し、不明な点や誤りがあった際には、コー
ルセンターにご連絡ください。
●対象
　令和７年１月～ 12月の間に保険診療を受
けた福島県後期高齢者医療広域連合の被保険
者
※請求の関係により、対象期間内に受診して
いても記載されない場合があります。
●内容
　受診年月、医療機関等名称、診療区分、自
己負担相当額など
※傷病名や調剤名などの診療内容は、医療機
関にお問い合わせください。
●通知時期　令和８年２月下旬から順次発送
※１年間の医療費情報を掲載するため、発送
時期を早めることはできません。
●その他
〇医療費のお知らせを受け取ったことによっ
て発生する手続きはありません。
〇医療費のお知らせは、原則再発行しません
ので、なくさないように大切に保管してくだ
さい。
〇県内全域に順次発送する関係上、個別の発
送には応じておりません。
〇確定申告を急ぐ場合は、領収書により申告
手続きをお願いします。
※医療費控除の詳細に関することは、最寄り
の税務署等にお問い合わせください。
〇亡くなられた人の「医療費のお知らせ」が
必要な場合は、令和８年２月下旬以降に、市
町村窓口で手続きをしてください。
問後期高齢者医療保険医療費のお知らせコー
ルセンター
☎ 0120（101）622
※受付日時は、１月 15 日（木）から３月 19
日（木）までの土日・祝日を除く、午前８時
30分から午後５時 15分まで

（仮称）イオンタウン福島南
矢野目増築に係る説明会を開
催します

水
　
道

報
告
会

　県商業まちづくりの推進に関する条例によ
り、新設届出者が説明会を開催します。
●施設名称と所在地　イオン福島店・（仮称）
イオンタウン福島南矢野目（福島市南矢野目
字西荒田 50 番地 17 外、福島市南矢野目字
中谷地 33番地）
●日時　１月 22日（木）１回目：午後２時～
３時、２回目：午後６時～７時
●会場　福島市役所　北信支所（福島市鎌田
字中江１番地）
●その他　届出内容は、県庁と関係市町村で
縦覧できます。縦覧場所などの詳細は、県ホー
ムページをご覧ください。
問イオンタウン㈱　開発本部　東北開発部
（担当：佐藤）
☎ 022（722）3671問総務課   秘書広報係   ☎（62）2111

これまでの活動を報告しますの
で、ぜひ会場にお越しください
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地区 氏　　名 担　当　地　区

月

輪

佐藤　美晴（壺下） 上戸、上戸駅前、湊志田、
壺下

大川原浩吉（山潟） 山潟、田子沼

佐藤　久雄（金曲） 金曲、夷田、川崎

渡部百合子（中目） 松橋、中目、小平潟、
松橋浜

渡部　　淳（都沢） 関脇、都沢、志田浜

長

瀬

本多　康雄（幸野） 幸野

伊藤　良春（川桁） 川桁の一部

鈴木　秀一（川桁） 川桁の一部

石田幸一（新屋敷） 道下、新屋敷、曲渕

鈴木智惠子（白津） 白津、東舘

星　　孝子（下舘） 内野、明戸、下舘

武田　京子（伯父ヶ倉）荻窪、志津、水沢、伯父ヶ倉

吾

妻

本田由里子（白木城）白木城、小水沢

永島　優子（樋ノ口）樋ノ口

鈴木　清信（小田） 小田

遠藤　　昇（名家） 酸川野、名家、田茂沢

由井　勝広（大原） 大原、木地小屋

渡部　晶子（市沢） 市沢、金堀、大島原、
蒲谷地

大泉　照勝（中ノ沢）中ノ沢、達沢

田中　幹康（沼尻駅前）高森、沼尻温泉、沼尻駅前

氏　　名 担　当　地　区

渡部真理子（島田） 猪苗代地区、吾妻地区

新田　眞弓（百目貫） 翁島地区、千里地区

渡部　久枝（壺下） 月輪地区、長瀬地区

〈主任児童委員〉

地区 氏　　名 担　当　地　区

猪

苗

代

中澤　悦子（四ツ谷）四ツ谷、古城町

池田　敦子（名古屋町）名古屋町の一部

涌井　靖弘（名古屋町）名古屋町の一部

小松　素子（旭町） 本町、旭町

奥田　信一（新町ロ）新町イ、新町ロ

神田　則子（九軒町）上新町、九軒町

齊藤いづみ（半坂） 半坂、祢次

平山とし子（土町） 土町、葉山、中町、
スキー場

矢森　静枝（今泉） 今泉、新堀向、桜ケ丘の
一部

小板橋晴雄（見祢） 見祢、沼ノ倉、見祢山

後藤　新一（長坂） 渋谷、長坂、川上、千貫

佐藤光津子（神明町）神明町

遠藤やい子（新北町）新北町

翁

島

野口　啓子（三城潟）三城潟、新在家、大在家

石川　夕香（土田） 五十軒、砂川、不動、
天鏡台温泉、磐根

野口　照子（東南真行）烏帽子、釡井、東南真行、西真行

安達　利一（西久保）戸ノ口・三金、西久保、蟹沢・長浜、行津桜川
渡部　洋子（翁島駅前）翁島駅前、土田

千

里

石澤　房昭（西舘） 西舘、打越、富永

渡部　　久（相名目）牛沼、相名目、入江、廻谷地、仁蔵、蜂屋敷
鈴木　　豊（千代田）千代田

佐賀　房夫（北高野）北高野、六角

山田　澄子（扇田） 扇田

長沼　恵美（上ノ上）上ノ上の一部

宇南山順子（島田） 上ノ上の一部

土屋　重康（堤崎） 島田、堤崎、百目貫

阿部美千代（八千代）八千代

〈地区担当委員〉 （任期：令和７年 12 月１日～令和 10 年 11 月 30 日） 新
し
い
民
生
委
員
・
児
童

委
員
の
皆
さ
ん
を
紹
介
し

ま
す

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
地
域

に
暮
ら
す
人
た
ち
の
生
活
状
況
を
把

握
し
、
い
ろ
い
ろ
な
相
談
に
乗
っ
た

り
支
援
を
必
要
と
す
る
人
が
自
立
し

た
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
助
言
や
援
護
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
12
月
１
日
か
ら
新
任
・
再
任

と
な
っ
た
委
員
の
皆
さ
ん
は
、
次

ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。
困
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
ら
、
各
地
区
担
当
の
委

員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
す
る

場
合
の
連
絡
先
な
ど
は
、
町
社
会
福

祉
協
議
会
が
発
行
す
る
「
社
協
だ
よ

り
」
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
11
月
30
日
で
退
任
し
、
町

長
感
謝
状（
在
任
５
年
以
上
10
年
未

満
）と
厚
生
労
働
大
臣
感
謝
状（
在

任
６
年
以
上
）を
受
け
た
皆
さ
ん
は
、

次
の
と
お
り
で
す（
い
ず
れ
も
敬
称

略
）。

上
新
町　

松
本　
　

治（
在
任
６
年
）

磐　

根　

土
屋　

敏
夫（
在
任
９
年
）

烏
帽
子　

髙
橋
二
三
雄（
在
任
９
年
）

西　

舘　

鈴
木　

輝
夫（
在
任
９
年
）

千
代
田　

鈴
木　

道
夫（
在
任
９
年
）

扇　

田　

古
川
美
智
子（
在
任
６
年
）

八
千
代　

柳
原　

律
子（
在
任
15
年
）

小
平
潟　

佐
藤　

玲
子（
在
任
12
年
）

関　

脇　

佐
藤　

久
仁（
在
任
６
年
）

幸　

野　

別
府
ハ
ツ
エ（
在
任
６
年
）

小　

田　

増
子
マ
チ
子（
在
任
６
年
）

大　

原　

小
檜
山
政
恒（
在
任
６
年
）

市　

沢　

長
澤
由
美
子（
在
任
６
年
）

沼
尻
駅
前
玉
根　

吉
利（
在
任
９
年
）

川　

桁　

大
坂
サ
ク
子（
在
任
９
年
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

町
社
会
福
祉
協
議
会

☎（
62
）５
１
６
８

令
和
８
年
度
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
利
用
申
請
の

ご
案
内

　

児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
留
守
家
庭
児

童
の
放
課
後
の
生
活
支
援
や
学
校
長

期
休
業
中
の
余
暇
支
援
を
集
団
で

行
っ
て
い
ま
す
。

　

児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
す
る
に
は
、

毎
年
申
し
込
み
が
必
要
で
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

▼
対
象
児
童

　

次
の
①
〜
③
の
全
て
に
該
当
す
る

児
童

①
町
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
１
年
生

か
ら
６
年
生
の
児
童

②
留
守
家
庭
の
児
童

③
心
身
に
著
し
い
障
が
い
の
な
い
児

童▼
開
設
場
所
と
定
員

▼
開
設
時
間

①
月
曜
か
ら
金
曜
の
平
日

放
課
後
〜
午
後
６
時

②
土
曜
日
、
学
校
長
期
休
業
中
、
学

校
振
替
休
日（
運
動
会
等
に
よ
る
振

替
休
日
）

午
前
７
時
30
分
〜
午
後
６
時

▼
支
援
内
容

生
活
や
余
暇
の
支
援

▼
利
用
料

①
負
担
金　

月
額
２
千
円

※
減
免
規
定
が
あ
り
ま
す
。

②
そ
の
他

○
教
材
費　

月
額
１
千
円

○
傷
害
保
険
料　

年
額
１
千
円
程
度

○
お
や
つ
代
金　

実
費
分

▼
申
込
方
法

　

所
定
の
利
用
申
請
書
に
よ
り
、
各

児
童
ク
ラ
ブ
ま
た
は
保
健
福
祉
課
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

負
担
金
は
、
利
用
申
請
者
の
指
定

す
る
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
に
な
り

ま
す
。
初
め
て
登
録
す
る
人
は
、
取

引
金
融
機
関（
銀
行
、Ｊ
Ａ
、郵
便
局
）

に
口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
し
、
引

き
落
と
し
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

利
用
申
請
書
と
口
座
振
替
依
頼
書

は
、
各
児
童
ク
ラ
ブ
、
保
健
福
祉
課
、

各
こ
ど
も
園
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま

す
。

▼
申
込
期
限　
１
月
30
日（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

児童クラブ名 開設場所 定員
猪苗代小学校第１

猪苗代小学校敷地内

各 40 人程度

猪苗代小学校第２
猪苗代小学校第３

猪苗代小学校パソコン室
猪苗代小学校第４
猪苗代第二小学校第１

千里地区コミュニティセンター
猪苗代第二小学校第２
猪苗代第二小学校第３ 猪苗代第二小学校家庭科室

福
　
祉

二瓶盛一町長から辞令の交付を受け
る伊藤良春さん（右）

児
童
ク
ラ
ブ


